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貸与が完了する

まで大切に保管

してください。

令不□7年度 (2025年 度) 熊本県育英資金

(修学貸与)
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く青英資金を希望するみなさんへ>

熊本県では、向学心に富む生徒を対象として、熊本県青英資金 (修学貸与)の青英奨学生を

募集します。

育英資金は、あなた自身に貸与するもので、借りた育英資金は事業後にあなた自身が返還す

ることになります。返還金は再び後輩の青英資金として貸与することになっています。

青英資金を希望する方は、育英資金の申請資格・返還方法等を十分理解したうえで申し込ん

でください。

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課





も く

育英奨学生募集の概要・

:゛

L′

1

り
乙

3～ 6

7～ Q
′      L′

●

●

申請から返還完了までの流れ・

I募集内容・

Ⅱ 申請手続きロ

記入上の注意・

記入例・

9～ 10

11～ 14

15～ 16Ⅲ 緊急貸与募集内容・



●

●



令和 7年度 (2025年度) 熊本県育英奨学生募集の概要

●

●

熊本県育英資金 (修学貸与)

対象者

次の各号のいずれにも該当すること。

(1)生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること。

(2)勉学に意欲があると認められること。

(3)学資の支弁が困難であると認められること。

(4)貸与した育英資金の返還が確実であると認められること。

貸与月額

(選択制)

区分 自宅 自宅外

国公立

18,000円
13,000円
8,000円

23,

18,

1 3,

000円
000円
000円

私  立
30,

20,

10,

000円
000円
000円

35,

25,

15,

000円
000円
000円

貸与期間
在学する学校の正規の修業年限

(高等学校全 日制の場合 3年間、定時制 。通信制の場合 4年間 )

保証人 連帯保証人 1人 (生計の主たる維持者 :親権者 (法定代理人))

利子 無利子

返還期間 貸与期間の 3倍以内 (3年間貸与を受けた場合は 9年間で返済 )

返還方法 月賦、年賦、半年賦、月賦/半年賦併用、一括

申請期限
申請者から学校への提出期限 :学校の指定する日

学校から県への提出期限  :令 和 7年 (2025年 )6月 20日 (金 )

選考 選考委員会に諮 り、家計状況を基に採用を決定します。

採用決定 令和 7年 (2025年 )8月 下旬予定

その他 就学支援金や奨学のための給付金と一緒に利用することができます。



熊本県育英奨学生申請から返還完了までの流れ (図解)

採

　

用
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令和7年 (2025年 )6月  育英奨学生申請書等の提出 (〆切厳守)

令和7年 (2025年 )7月 ～8月  申請書類の審査及び奨学生の選考

採 用 決 定

令和7年 (2025年 )8月 下旬～9月 上旬 選考結果通知書の交付

令和7年 (2025年)9月  誓約書、日座振替調書等の提出

貸 与 開 始

令和7年 (2025年 )9月 30日 初回振込 (4月 ～9月 分)
以降、毎月21日振込

卒業年の1月  借用証書等の返還関係書類の提出

卒業年の3月 貸与終了

返 還 開 始

卒業年月 (返還猶予終了年月)の 6ヶ月経過後から返還
返還期限 :毎月25日 (月 賦の場合)

返還猶予
※要件 (進学、疾病等)に該当する場合

返 還 完 了

●
ι



●

●

2 青英奨学生の心得
育英奨学生は、県の定める熊本県育英資金貸与基金条例及び熊本県教育委員会の定め

る熊本県育英資金貸与規則を守り、学校の指導に従 うとともに、育英奨学生としての資

質の維持向上に努める必要があります。

したがって、勉学の意欲がない、学校ぬ墾の董L律を乱土塗 ど、育英壁主:生 ′LK適当
でない め た と き は の を リシすことがありま

3 申請の資格
申請の資格は、次の各項のすべてに該当する者とします。

(1)申 請者と生計を共にしている家族で、その生計を主に維持している者 (以下「生計

の主たる維持者」という。)が熊本県内に居住 していること。

なお、生計の主たる維持者が単身赴任等により県外居住であっても、同一世帯とし

て認めることが適当であるときは、この限りでありません。

(2)学校教育法による亘笠生塑壼_」型:量」ti言≡:艶虹_1後」盟_訳:程と_二_重嵯:餐菌ltti越え_■皇f堕主:壁:

に在籍する生徒であって、育英資金の貸与が必要であると認められること。

(3)各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること。

ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。
イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が
非課税又は減免になっている場合。

ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の2倍以下の場合。
(4)地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと。

金の返還が確実 と認められること。

つ
Ｕ

(5)貸与した育英資

1 青英資金の目的
熊本県は、向学心に富む学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な人に対し、学

資を貸与して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る人材を育成することを目的

として、奨学金制度を設けています。

熊本県から学資の貸与を受ける学生・生徒を「育英奨学生」といい、貸与される学資

を「育英資金」といいます。育英奨学生は、育英資金の貸与を希望する人の中から選考

のうえ決定されます。
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熊本市 481万 円 531万 円

荒尾市 461万 円 510万 円

その他 422万 円 466万 円

【世帯全員の所得の目安】

※基準額は、世帯員の年齢、家族構成、居住地によつて異なりますので、上記金額はあ

くまで目安の金額となります。

●

4 賞与月額
貸与月額は、表のとおり区分ごとに3つの金額から選択できます。

家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分に考慮のうえ選択してください。

●

5 賞与期間
在籍する学校の正規の修業年限の終期までとします。

高等学校          3～ 5年間 (課程等により異なります。)
中等教育学校 (後期課程)  3年 間 (課程等により異なります。)
高等専門学校        5年 間 (課程等により異なります。)
専修学校          1～ 4年間 (課程等により異なります。)

”

■

【生活保腹受綸世帯について】

生活保護を受給されている世帯については、高校就学に必要な保護費が福祉事務所
から給付 されますので、申請を行 うにあたって ,

なお、相談なく育英資金の貸与を受けた場合には、福祉事務所が収入と認定し、保

護費が減額されて給付される場合などがあります。

ま事前に福祉事務所 (ケースワーカー )

と相談してください。

自 宅 18,000円 、 13,000円 、 8,000円
国公立

自宅外

自 宅 30,000円 、20,000円 、 10,000円
私  立

自宅外 35,000円、25,000円 、 15,000円

居住地 4人世帯 5人世帯

区  分 金  額

高等学校

中等教育学校 (後期課程)

高等専門学校

専修学校

23,000円 、 18,000円 、 13,000円
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6 賞与方法
(1)育英資金は、無利子です。

(2)熊本県指定金融機関 (肥後銀行)の育英奨学生本人名義の普通預金口座への振込み
により貸与します。日座がない場合は新たに開設してください。

(3)振込は、下記「貸与スケジュール」のとおり行います。

(4)各月の貸与については、各自通帳により確認してください。

【貸与スケジュール】

7 保証人
連帯保証人 1人 (生計の主たる維持者 :親権者 (法定代理人))
ただし、生計の主たる維持者が未成年の場合は、その人に代わる独立した生計を営む

成年者。

初回振込 (4月 ～ 9月 ) 9月 30日

10月 ～ 2月 毎月 21日1年 目

3月 3月 10日

4月 振込なし

年度当初振込 (4月 ～ 5月 ) 5月 21日

6月 ～ 2月 毎月 21日

3月 3月 10日

2年 目以降

【違帯保証人について】

当県の育英資金債務に関し滞納が発生している場合には、当該債務に係る連帯保

証人又は保証人が新たに別の奨学生 (兄弟姉妹等)の連帯保証人等になることはで
きません。

また、連帯保証人が死亡された場合、連帯保証債務は財産として相続されます。

員

υ

採用年度 対象月 貸与時期

※振込日が土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。

例 :10月 21日 (日 )の場合 → 10月 19日 (金)が振込日
※_2■■■1以」二重」整二」L主:墨登望ヒ2■当函直墨整ゴ■立上望L三巨速盤運≧
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返還期間 ・貸与を受けた月数の3倍の期間

(例 :3年間貸与を受けた場合は、 9年かけて返還)
返還開始 ・貸与終了後、6ヶ 月を経過した日の翌月から開始

(例 :3月 に卒業し、貸与終了した場合、 10月 下旬から返還開始)
返還方法

毎月返還

年 1回 毎年 10月 返還
年 2回 毎年 4月 と10月 返還
毎月返還、 6月 と12月 に加算
一括返還等

返還を延滞 し

た場合の措置

・貸与を受けた本人が返還を延滞した場合は、直ちに連帯保証人に返還

を請求します。

・返還を延滞したときは、返還の日までの日数に応じ、返還すべき割賦

金額に対して年 3%の割合で計算した金額の延滞利息が生じます。

熊本県では奨学生の公平性確保と制度維持のために、裁判所の

手続きを経て、延滞された返還金の回収を行っています。

返還期限は必ず守ってください。

8 返還方法
(1)返還の義務

育英資金は貸与されるものであり、その返還金が再び原資となりますので、貸与終

了後、規則に従い、下記のとおり返還しなければなりません。

(2)返還の猶予

貸与終了後、大学又はこれに準ずる学校に進学したとき、災害を受けたとき、病気

で長期療養の必要があるとき、その他やむを得ない理由により返還が困難となったと

きは、本人の申請によりその状況を審査のうえ、一定期間返還を猶予することができ

ます。

(3)返還の免除

育英奨学生が死亡したとき、障がいにより労働能力を喪失したときは、申請により

返還額の全部又は一部を免除することがありますので、詳しくは高校教育課までお問

合せください。

【主な返還計画 (貸与期間 :3年 (36月 )、 返還方法 :月賦)】

●

●

自宅 18,000円 648,000円 6,000円 6,000円
国公立

自宅外 108回 (9年 ) 7,666円23,000円 828,000円 7,738円

自宅 30,000円 1,080,000円 108回 (9年 ) 10,000円 10,000円
私立

自宅外 35,000円 1,260,000円 108回 (9年 ) 11,738円 11,666円

口座引落し又は納付書

①月賦

②年賦

③半年賦

④月賦/半年賦併用
⑤その他

区分 貸与月額 貸与総額 返還回数
返還額

初回 以降

108回 (9年 )



1 提出期限
申請に関する手続きは、在学する学校をとおして行います。

申請書類は、在学する学校が指定する期 日までに提出してください。

※申請に関するお問い合わせは、_在学する生量の墜 金担当窓日上お歴:上とします。

令和 7年 (2025年 )6月 2日ヒ星L二三」■2盤庄二Lう__旦申請者から学校

学校から高校教育課 令和7年 (2025年 )6月 20日 (金)【必着】

1 育英奨学生申請書
(別記第 2号様式 )

育英奨学生申請書 (以下「申請書」という。)は、
9ページ～ 11ページの記入上の注意及び記入例を
参照のうえ、申請時現在の事実を正確に記入してくだ

さい。

2 育英奨学生推薦書
(別記第 4号様式 )

在学する学校が学校記入欄に記入したものを提出

してください。

本書に記入された方が連帯保証人となります。

申請書に記載の生計の主たる維持者 と同一の方を

記入してください。

※ 5ベージ「7 保証人」を参照しKく ださい。

3 保証書
(別記第 5号様式 )

4 住民票 (コ ピー不可 )

同一生計の者のうち、令和7年 (2025年 )4月
1日 現在の年齢が 16歳以上の者全員の金和f年度
(2025年度)所得証明書 (令和6年 (2024年 )

を提出してください。コピー不可 )分)(

5 所得が確認できる書類

【所得証明書について】

※毎年 6月 頃から発行可

※発行時期は各市町村役場ヘ

お尋ねください。

● 2 提出書類

●

Щ 育英奨学 請手続き生申

区 分 提出期限 (期間)

提出書類 説   明

但 `生壁 1塾

`聾

醸 lLュ塗 堂旦 生口十σ)早塁i憂:辺:世1旦里

(発効 日から 3ヶ 月以内)を提出してください。同

居・別居に関わらず生計を一にする世帯 (本人を含

む。)全員について提出が必要です。
※ 但墓二蚕ユ

迷:人生ユ選整壁 :丞:び鯉園巳塑並堕上倒望塑笠二

※医泉鯉 票及び確定申告書は不亘_
また、申請時において、次表「所得に関する証明に

ついて」の区分に該当する者は上記所得証明書に加え

て該当する証明書類を提出してください。



6 その他基準額の算定に必
要な書類

【賃貸借住宅の場合】

・家賃等の金額が証明できるもの

(契約書の写し、家賃の領収書の写しなど)

【同一世帯で障がいのある方がおられる場合】
・身体障害者手帳の写し    1級 ～3級
・療育手帳の写し       Al～ B2
・精神障害保健福祉手帳の写し 1、 2級

※上記手帳の写し以外は認められません。

7 調査等同意書 育英資金の貸与、返還の実施に関して調査や照会が

必要な場合、当該同意書の写しを付けて関係の官公庁

等に調査や照会を行 うためのものです。

●
【所得に関する証明について】

申請時において、次の区分に該当する者は、該当する証明書類を提出してください。

●

3 週考及び採否決定の通知
(1)県教育委員会では、育英奨学生候補者選考委員会に諮 り、家計状況を基に採用を決

定します。

(2)選考結果の通知は、 8月 下旬～ 9月 上旬を予定しています。

(3)選考の結果は、学校長を通じて本人に通知しますので、県教育委員会への直接のお

問い合せは御遠慮ください。

失職
・申立書

・離職票 (コ ピー)ま たは退職証明書 (原本 )

減収

・申立書
。年収見込証明書 (原本)ま たは給与明細票 (コ ピー)

※直近3ヶ 月分

生活保護受給者 ・保護証明書 (原本)※福祉事務所発行

罹災
・申立書

・罹災証明書 (原本)※市町村発行

長期療養

(6ヶ月以上)

・申立書

・医療費領収書等 (コ ピー)※直近3ヶ 月分

予算の範囲内で採用決定を行いますので 中請 された方全員が採用 され るものでは

ありません。

提出書類 説  明

区分 証明書類

ｎ
０



●

<育英奨学生申請書の記入上の注意点>

1 申請者相について
(1)「氏名」にはフリガナをつけてください。

(2)「住所」は、住民票通 りに記入し、団地・アパー ト等は建物名称、棟号、部屋番号

まで省略することなく正確に記入してください。

(3)「電話番号」は、日常的に連絡可能な番号を記入するとともに、携帯電話をお持ち

の方は、両方の番号を記入してください。

(4)「他の奨学金の申込状況」は、各市町村や社会福祉協議会など熊本県育英資金以外

の奨学金に申し込みをされる場合は、必:主記入してください。 (就学支援金や奨学の

ための給付金については記入不要です。)

2 生計の主たる維持者相について
(1)生計の主たる維持者は、保証書 (別記第 5号様式)に記載する連帯保証人を記入し

てください。

(2)「勤務先」は、名称及び電話番号を必ず記入してください。

(3)「住居区分」は、該当するものを選択してください。本人や家族の所有する住居は
「持家」となります。借家やアパート等は、「賃貸借」となります。「賃貸借」の場

合は、家賃額を記入してください。持家による住宅ローンは記入不要です。

居に居住している場合は、原則として同一世帯となります。

別居し、独立の生計を営む方 (就職している兄姉等)については記入する必要はあ

りません。

(2)「続柄」は、申請者本人との関係 (父母兄姉等)を記入してください。

(3)「年齢」は、今年の4月 1日 現在で記入してください。

(4)「同居別居の別」は、家族からみて判断してください。

(5)「学校名・学年・障害名等」は、障がいをお持ちの方がいる場合は障害名及びその

等級を記入してください。

(6)「所得額」は、所得 (課税)証明書に記載された合計所得金額を記入してください。
なお、所得金額がマイナスの場合は「0円」となります。他の家族との所得の相殺は

できません。

●

ｎ
υ

申請書は、奨学生の選考にあたっての重要な書類となるため、記入上の注意及び記

入例を参照のうえ、申請時現在の事実を記入してください。

記入すべきことが書かれていないものや記入内容が故意に事実と相違して記入さ

れていることが判明した場合は、採用決定後においても採用取 り消しとなることがあ

りますので、正確に記入してください。

3 家族及び所得状況相について
(1)「家族」には、同居・別居を問わず、本人と生計を―にする者 (本人を含む。)全
員について記入してください。■量選塾望空笙生建1壁_(iE製:監)_IC tぅ ,́Cも‥



【参考】所得 (課税)証明書の例 (熊本市)
※様式は市町村によって異な ります。

‥

‥

‥

Ｌ

:

:

:

_:

市 颯 民 ● (所 ■・ 暉 ■ )●鋼 ● ●

■分 曰 尋 0 ●(8)
今 針

● 与 所 0

(0,‐ N

(公的年二0収入■)

● 合●■ 合針

●

「すかし」り0不工訪

n■■■ 止ヽ ■をさしてあります.

ン ト した,■
は、市■印で●に,示 したもののにかは

“

■です.
〔●■
' 
力崚の大きさは、ロオエ彙■●A4と する.

4 署名について
申請書下部の署名欄については、必ず申請者本人及び生計の主たる維持者それぞれが

自署により記入してください。

5 その他
記入を誤った場合は、訂正箇所に二重線を引いてください。

●

修正液や修正テープ訂正はできません。

所

給 与 所 得 3,540,000

(給 与 収 入 ) (5, r00,000)

(公的年金等収入額 )

総合課税合計 3,540,000

ロロ ロコ●

【拡大図】

/ヽ
ロ 計

[
所 得 の 内 訳

3,540,000 !

:

:

:

▼

年分 所 得 金 額 (円 )

■■■■■▲
■■■■■E

口  田 □ 囲口菫
=□
菫

■]「
E

「

■国爾■■■■

10

ここに記載された金額を記入してください。

□



記 入 例
別記第2号様式 (第 6条関係)

区分ごとに3つの金田から選択してください。

4ページ「4 貸与月観」参照。

●

●

申込番号

育 英 奨 学 生 申 請 書 (修 学 貸 与)

申

言青

者

フ リ ガ ナ ショウガク ジ鳳ウ 住所  〒ロロロー□□□日
○○市○○町OT目○薔○■
00アパ…卜101■

lE=舌   **中―+業■―*■*十

氏    名 妻学 次郎

生 年 月 日 平成〇〇年 C月 OB

在 学 校 名

私立   餞奉颯立〇〇
専修学校・高等専門学校・

通 学 区 分 貸与月額 18.000n

自 ・ 自宅外 修業年数 3年

入学

年度

学

年
課 (

程

定時・通信
・専門

学

科 書遇科
貸与

期間

令和7年4月から

塗mm菫田癖で

他 の 奨 学

金 の 申 込

状   況
Ozrttrx+*. ( oootFri
。他の奨学金は申請していない、又は申請の予定はない。

生 維

計

の 持

主

た 者

る

フ リ ガ ナ ショウガク タロウ 住所 〒ロロローロロロロ
○○市〇〇町OT腱○薔〇骨
O07バ …卜:|:母

電  話 Ⅲ*―ⅢⅢ―ⅢⅢ

携帯電話 ■Ⅲ…ⅢⅢⅢホ■*

住 居 区 分

氏    名 苺学 太郎
持家  ・
その他 (
∈貸D｀
づ

動 務 先
(株)青姜商亨

*if, **+-+*r,-*r** 家 賃

家

族

及

び

所

得

状

況

本

人

を

含

む

続柄
氏  名

生年月日(今年4/1現在の年齢)

同居別

居の別

学校名・学年・障害
名等

所 得 額

円

父
翼学 ホロ

昭和〇〇年 ○ 日 ○ 日 (○オ)
飽じ
別居

母
轟手 花子

置椰〇〇年 OnO日 (Oオ)
Qじ
別居

薇争 公子
平成○〇年 ○ 月 ○日(○才)

同居

GTE ○○大学〇年

本人
轟学 凛椰

平成○〇年 ○ 目 ○日(○才)
Qじ
別居

餞奉県立
○○嵩崚〇年

榛
轟学 自子

事威○〇年 ○ 月 ○ 日(○オ)
Qじ
別居

餞本市立〇〇
小学校〇年

祖母
彗学 和子

昭和○〇年 ○ 日 ○ 日(○オ)
Qじ
別居
書体障害書手相○鍛

ヨト

0

チ
ｏ
十
０
十
0

十
０
十

同居

別居

同居

別居

所 得 額 の 合 計

備

考

tEeo L Js,
令和 年 ○ 月 ○ 日

翼 学
奨 学

次 郎

太 郎

熊本県教育委員会 様

11

全 日

姉

本    人 氏 名
生計の主たる

維 持 者 氏 名



育 英 奨 学 生 推 薦 書

住 所 ○○市○○町OT日○薔〇尋
○○アパート,0,骨

翼 学 次 郎

育英奨学生申請者

氏 名

上記の者は、勉学に意欲があり、熊本県育英奨学生として適当と認めますので推薦

します。

本人の自署により記入してください。

記 入 例
別記第4号様式 (第6条関係)

●

●

12

令和 ○〇 年 ○ 月 ○ 日

い‐

熊本県教育委員会 様

しますので、1記入 ないでください。

学 校 名

学 (校 )長名



記 入 例

別記第5号様式 (第6条関係 )

●

●

本人の自暑により記入してください。

違帯保証人の自暑により記入してください。

保   証   書

住 所
育英奨学生申請者

氏 名

○○市○○町OT目○薔○尋
00'パート101丹

翼 学 次 郎

上記の者が、このたび熊本県育英資金貸与基金条例による熊本県育英資金の貸与を

申請します。

つきましては、育英奨学生として勉学に精励し、社会において有為な人材として成

長できるよう指導します。

また、貸与金の返還については保証人としての義務を履行します。

令和 ○○

熊本県教育委員会 様

年 0 月 O 『
「

フリガナ

〒□□□―□□□□  TEL***… ***― **“*

OOシ○○マチ○チョウメ○バン○ゴウ
○○アパートlolゴウ

住  所 ○○市○○町○丁目○番○号
OOアパート101号

フリガナ ショウガク タロウ

連 帯 保 証 人

(生計の主たる

維持者 )

氏  名
奨学 太郎

13



調査等同意書

熊本県育英資金の貸与、返還の実施のために必要がある時は、下記の申請者本人及

び連帯保証人の住所、居所、住居、勤務先、資産、収入等について、熊本県教育委員

会が官公庁、金融機関等の関係する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行

い、当該調査等の依頼を受けた者が熊本県教育委員会に対し当該調査等に回答するこ

とに同意します。

なお、本同意書は同意書作成日以降熊本県育英資金の返還が完了するまで、下記の

住所、氏名に変更があった場合も、有効の旨、併せて同意します。

令和 ○〇 年 ○ 月 ○ 日

熊本県教育委員会 様
申請者本人、連帯保証人それぞれ自署により配入して

ください。

申請者本人  住所 ○○市○○町○丁目○薔○暑

○○,パート101■

氏名 翼 学 凛 郎

連帯保証人  住所 ○○市○○町○丁目○番○号

○○アパート1018

氏名 奨 学 太 郎

記 入 例

●

●

14



●

●

1 制度の概要
申請者と生計を共にしている家族で、その生計を主に維持している者 (以下「生計の

主たる維持者」という。)の失職、破産、病気、死亡または災害等による家計急変のた

め、緊急に育英資金の貸与が必要となった場合は、随時申請することができます。

2 申請の資格
申請の資格は、次の各項のすべてに該当する者とします。

(1)生計の主たる維持者の解雇、病気又は風水害等により家計急変し、その事由が発生

した時から 1年 であること。

(2)生計の主たる維持者が熊本県内に居住 していること。

なお、生計の主たる維持者が単身赴任等により県外居住であっても、同一世帯とし

て認めることが適当であるときは、この限 りでありません。

(3)学校教育法による高等学校 。中等教育学校 (後期課程)・ 専修学校 _(高等課程)に

奎笙攀 であって、育英資金の貸与が必要であると認められること。

(4)各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること。

ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。
イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が
非課税又は減免になつている場合。

ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の 2倍以下の場合。
(5)地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと。

(6) 貸与した育英資金の返還が確実 と認められること.

3 貸与月額
貸与月額は、表のとおり区分ごとに3つの金額から選択できます。

4 賞与期間
(1)貸与開始月は、申請日の属する月からとします。

(2)貸与期間は、原則として上記貸与開始月から採用年度の年度末までとします。

ただし、その年度末において家計急変の事由発生後1年以内の者については、_■堅

急貸与継錘 _⊆≧提出」三』l_1生_壁豊二重塞童≦l宣」菫≧」笙量土五」1_とL△IC迷」主主⊆_

自 宅 18,000円 、 13,000円、 8,000円
国公立

自宅外 23,000円 、 18,000円 、 13,000円

自 宅 30,000円 、20,000円 、 10,000円
私  立

自宅外

高等学校

中等教育学校 (後期課程 )

専修学校 (高等課程 )

35,000円 、25,000円 、 15,000円

15
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6 提出書類
(1)育英奨学生申請書 (緊急貸与)(別記第 3号様式)
(2)育英奨学生推薦書 (別記第4号様式)

(3)保証書 (別記第 5号様式)

(4)住民票

(5)所得が確認できる書類

(6)その他基準額の算定に必要な書類

(7)調査等同意書

(8)緊急貸与申立書

(9)家計急変等の事由を証明する書類

※各提出書類の留意事項等は、修学貸与における提出書類を準用してください。

7 家計急変等の対象事由について

8 遭考基準
修学貸与の家計基準内にあり、かつ、家計急変等により修学が困難であり、緊急に育

英資金の貸与が必要であると認められること。

●

●

災害等 火災、風水害、震災等の災害により、世帯

の支出が著しく増大又は収入が著しく減少

した場合

・罹災証明書または新聞記

事など被災したことが分

かるもの

失職等 生計の主たる維持者が解雇され、または再

就職 したが収入が著しく減少した場合

※自己都合による退職は除く。

・離職票

・退職証明書

・給与明細票 (転職の場合 )

死 亡 生計の主たる維持者の死亡により収入が著

しく減少した場合

・死亡診断書

・住民票除票

離 別 生計の主たる維持者の離別により収入が著

しく減少した場合

・戸籍事項全部証明書

破  産 生計の主たる維持者が事業等失敗により破

産した場合

※個人的な借用によるものは除く。

・破産申立書

病 気 生計の主たる維持者の入院等により、世帯

の支出が著しく増大又は収入が著しく減少

した場合

・診断書

・医療費の領収書等

その他 事故、倒産等の事由により、世帯の支出が

著しく増大又は収入が著しく減少した場合

・内容を証明する公的機関

が発行する書類の写し

16

5 募集期間
年間を通じて随時。

事 由 内 容 証明書類 (参考 )


